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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電路を開閉する接点（20）と、
　前記直流電路に流れる電流を限流する限流リアクトル（10A）と、
　前記接点を開く引外しコイルを有する引外し装置（30）と、を備え、
　前記限流リアクトルが、
　　磁束を通しやすい材料で作られたコア（13）と、
　　前記接点（20）と直列に接続され、前記直流電路の電流が流れかつ前記コア（13）に
巻かれた主コイル（11）と、
　　前記主コイル（11）と絶縁されかつ前記主コイルに重ね巻きされて電磁結合している
副コイル（12）と、を有し、
　前記主コイル（11）に流れる電流の変化率に応じて前記副コイル（12）に電流が流れ、
前記副コイル（12）に生じた電流が前記引外しコイルに流れ、前記引外しコイルに流れる
電流が所定の値を超えたときに前記接点（20）が開かれることを特徴とする直流遮断器。
【請求項２】
　前記限流リアクトルが、巻線の巻始めと巻終わりとが短絡されており、前記主コイルと
電磁結合している短絡コイルを備えることを特徴とする請求項１に記載の直流遮断器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、直流電路を流れる電流を遮断する直流遮断器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直流電路に短絡事故が発生した場合、直流遮断器を迅速に動作させて電流を遮断しなけ
ればならない。このため、短絡が起きたときには直流電路を流れる電流をできる限り早く
増加させることが望ましい。
　一方、短絡が起きたとき、直流電路にあまりにも大きな短絡電流が流れると、そこに接
続されている電気機器や直流遮断器自体が破壊されるおそれがある。このため、直流電路
が遮断されるまでの間に短絡電流が大きくなり過ぎないように短絡電流を抑制することが
望ましい。
【０００３】
　これらの相反する両方の要求を満たすことができる直流遮断器が知られている（例えば
、特許文献１を参照）。この直流遮断器は、電磁式の引外し装置を備えた接点と、限流リ
アクトルとが直列に接続されている。
　引外し装置は、直流電路に流れる電流が所定の電流値を超えると、接点を開く。接点が
開くと電流が遮断される。
　この限流リアクトルは、主コイルと短絡コイルが共通のコアに巻かれている。主コイル
は、直流電路に挿入されている。短絡コイルは、巻線の巻始めと巻終わりとが短絡されて
いる。主コイルと短絡コイルとは電磁結合している。直流電路に短絡事故が起きたとき、
この限流リアクトルは、引外し装置によって接点が開かれる所定の電流値付近まで直流電
路の電流を迅速に増加させ、その電流値を超えると電流の増加を抑制する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１８１６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の直流遮断器は、直流電路を流れる電流が徐々に増加した場合でも、
所定の電流値を超えると、接点が開いて電流が遮断される。このため、短絡事故ではなく
、例えば複数のサーバが同時に起動した場合のように徐々に電流が増加し、一時的に所定
の電流値を超えた場合でも、この直流遮断器は電流を遮断する。
【０００６】
　本発明の目的は、短絡事故のように電流が急激に増加した場合にのみ電流を遮断するこ
とができる直流遮断器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の直流遮断器は、
　直流電路を開閉する接点（20）と、
　前記直流電路に流れる電流を限流する限流リアクトル（10A）と、
　前記接点を開く引外しコイルを有する引外し装置（30）と、を備え、
　前記限流リアクトルが、
　　磁束を通しやすい材料で作られたコア（13）と、
　　前記接点（20）と直列に接続され、前記直流電路の電流が流れかつ前記コア（13）に
巻かれた主コイル（11）と、
　　前記主コイル（11）と絶縁されかつ前記主コイルに重ね巻きされて電磁結合している
副コイル（12）と、を有し、
　前記主コイル（11）に流れる電流の変化率に応じて前記副コイル（12）に電流が流れ、
前記副コイル（12）に生じた電流が前記引外しコイルに流れ、前記引外しコイルに流れる
電流が所定の値を超えたときに前記接点（20）が開かれることを特徴とする。
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【０００９】
　好ましくは、本発明の直流遮断器は、
　前記限流リアクトルが、巻線の巻始めと巻終わりとが短絡されており、前記主コイルと
電磁結合している短絡コイルを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、短絡事故のように電流が急激に増加した場合にのみ電流を遮断するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る直流遮断器の構成の一例を示す図である。
【図２】図１の直流遮断器に含まれる限流リアクトルの磁気回路の構成の一例を示す図で
ある。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る直流遮断器の構成の一例を示す図である。
【図４】図３の直流遮断器に含まれる限流リアクトルの磁気回路の構成の一例を示す図で
ある。
【図５】大きな電圧が印加されたとき、限流リアクトルの主コイルに流れる電流の時間経
過の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態に係る直流遮断器について図面を参照しながら詳細に説明する
。なお、実施形態を説明する全図において、共通の構成要素には同一の符号を付し、繰り
返しの説明を省略する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る直流遮断器１の構成の一例を示す。
　直流遮断器１は、限流リアクトル１０Ａと、接点２０と、引外し装置３０と、ダイオー
ドＤ１とを有する。
　端子Ｔ１と端子Ｔ２の間に、端子Ｔ１と端子Ｔ２をそれぞれ正側と負側として直流電圧
（例えば３８０Ｖ）が印加される。端子Ｔ３と端子Ｔ４の間には負荷が接続される。
　端子Ｔ１と端子Ｔ３の間は直流電路の一部を形成する。限流リアクトル１０Ａと接点２
０とは、端子Ｔ１と端子Ｔ３との間に直列に挿入される。
【００１５】
　接点２０は、一端が端子Ｔ１に接続される。接点２０は、直流電路を開閉する。
　限流リアクトル１０Ａは、主コイル１１と、副コイル１２とを有する。本実施形態では
、主コイル１１は一端Ａが接点２０の他端に接続され、他端Ｂが端子Ｔ３に接続される。
主コイル１１には直流電路の電流が流れる。主コイル１１は、直流電路に流れる電流を限
流する。すなわち、主コイル１１は、正常時はほとんど損失無く電流を流すが、電流が急
激に増加したとき、この電流の増加を抑制する。
【００１６】
　副コイル１２は、主コイル１１と電磁結合している。主コイル１１に流れる電流が変化
すると、相互誘導により主コイル１１の電流の変化に応じた電流（すなわち、直流電路に
流れる電流の変化率に応じた電流）が副コイル１２に生じる。
　引外し装置３０は、例えば引外しコイルを有する。引外しコイルの一端と他端は、副コ
イル１２の一端Ｃと他端Ｄにそれぞれ接続されている。引外しコイルには副コイル１２に
生じた電流が流れる。引外しコイルはその電流によって生じる磁力によりその電流が所定
の値を超えたときに接点２０を開く。従って、引外し装置３０は、直流電路に流れる電流
の変化率が所定の大きさを超えたときに接点２０を開く。
　ダイオードＤ１は、アノードとカソードがそれぞれ主コイル１１の他端Ｂ（端子Ｔ３側
）と一端Ａ（接点２０側）に接続される。接点２０が開くと、主コイル１１は逆起電力を
生じる。ダイオードＤ１は、主コイル１１とダイオードＤ１で形成される閉回路で逆起電
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力によって生じる電流をループさせる。
【００１７】
　図２は、図１の直流遮断器１に含まれる限流リアクトル１０Ａの磁気回路の構成の一例
を示す。
　限流リアクトル１０Ａは、コア１３を持つ。コア１３は、ヨークＹ１と、ヨークＹ２と
、脚部Ｐ１と、脚部Ｐ２とを有する。ヨークＹ１とヨークＹ２は対向している。脚部Ｐ１
は、ヨークＹ１の左の端部とヨークＹ２の左の端部を連結する。脚部Ｐ２は、ヨークＹ１
の右の端部とヨークＹ２の右の端部を連結する。
　主コイル１１と副コイル１２は、それぞれ脚部Ｐ１と脚部Ｐ２に巻かれている。なお、
主コイル１１と副コイル１２は、脚部Ｐ１と脚部Ｐ２のいずれか一方に重ね巻きされてい
てもよい。
【００１８】
　コア１３は、鉄のような磁束を通しやすい材料で作られている。ただし、コア１３は、
磁束を通しやすい材料であれば、鉄以外の材料で作られていてもよい。
　コア１３は１つ以上のギャップ（隙間）を有していてもよい。コア１３にギャップがあ
ると、漏れ磁束が増加し、コア１３は磁気飽和しにくくなる。
【００１９】
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る直流遮断器２の構成の一例を示す。図４は、図
３の直流遮断器２に含まれる限流リアクトル１０Ｂの磁気回路の構成の一例を示す。
　直流遮断器２は、限流リアクトル１０Ｂの構成が第１の実施形態に係る限流リアクトル
１０Ａと異なる。それ以外の点では、第２の実施形態に係る直流遮断器２は、第１の実施
形態に係る直流遮断器１と同一である。
　限流リアクトル１０Ｂは、主コイル１１と、副コイル１２と、コア１３と、短絡コイル
１４とを有する。
　コア１３は、図２の第１の実施形態に係るコア１３と同一である。限流リアクトル１０
Ｂは、主コイル１１と副コイル１２がコア１３に重ね巻きされている点、および短絡コイ
ル１４を有する点が第１の実施形態に係る限流リアクトル１０Ａと異なる。
　短絡コイル１４は、巻線の巻始めと巻終わりとが短絡されている。主コイル１１と短絡
コイル１４とは電磁結合している。
【００２０】
　図５は、大きな電圧が印加されたとき、限流リアクトル１０Ａと限流リアクトル１０Ｂ
の主コイル１１に流れる電流の時間経過の一例を示す。
　限流リアクトル１０Ａでは、電流が徐々に増加する。限流リアクトル１０Ａは、時間が
経過すると、コア１３が磁気飽和し、過大な電流が流れる。このため、直流遮断器１は、
引外し装置３０の動作が遅いと、直流電路に過大な電流が流れるおそれがある。
　一方、限流リアクトル１０Ｂでは、初期に急速に電流が増加するが、ある電流値を超え
ると電流の増加が抑制される。従って、直流電路に短絡事故が起きたとき、直流遮断器２
の引外し装置３０は、事故直後に急速に増加する電流に応答して接点２０を開くことがで
きる。そして、直流遮断器２は引外し装置３０の動作が遅くても直流電路に過大な電流が
流れることはない。
　また、副コイル１２を主コイル１１の上に重ね巻きすることにより、副コイル１２は主
コイル１１に流れる電流の変化に応じてより効率的に電流を生じさせることができる。
【００２１】
　なお、上述した実施形態では、限流リアクトル１０Ａと限流リアクトル１０Ｂを示した
が、これらは例示であって限定するものではない。これら以外にも様々な構成の限流リア
クトルを用いて本発明を実施することができる。また、矩形状のコア１３を示したが、こ
れに限らず、コア１３として、環状のコア、ＥＩコア、ＥＥコア、ＵＵコア等の様々な形
状のものを用いて本発明を実施することができる。
【００２２】
　また、上述した実施形態では、直流遮断器１，２を直流給電線の正側に挿入する例を示



(5) JP 6918609 B2 2021.8.11

10

したが、直流遮断器１，２を直流給電線の負側、または正側と負側の両方に挿入すること
もできる。
【００２３】
　以上説明したように、本発明によれば、短絡事故のように電流が急激に増加した場合に
のみ電流を遮断することができる。
【００２４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、設計または製造上の都合やその他の要因
によって必要となる様々な修正や組み合わせは、請求項に記載されている発明や発明の実
施形態に記載されている具体例に対応する発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２５】
１，２…直流遮断器、１０Ａ，１０Ｂ…限流リアクトル、１１…主コイル、１２…副コイ
ル、１３…コア、１４…短絡コイル、２０…接点、３０…引外し装置、Ｄ１，Ｄ２…ダイ
オード

【図１】 【図２】
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【図５】
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